
日　時　９月２３日(火・祝) 午後１時半～４時半(開場１時)
会　場　文京区民センター３階 ３-Ａ会議室
参加費　５００円（事前申し込みは不要です）
プログラム
第１部
　＜弁護団報告＞村﨑　修弁護士
　＜講　演＞ 森　達也さん(映画監督、ドキュメンタリー作家)
　　　　　　  「袴田事件と死刑制度」
第２部
　リレートーク　
　・鈴木貴子さん(袴田巖死刑囚救援議員連盟事務局次長)
　・八重樫東選手(元WBC世界フライ級王者)
　・桜井昌司さん(布川事件・冤罪被害者)
　袴田　巖さん近況ビデオ上映
　袴田秀子さん、巖さん(予定) 挨拶
　集会アピール採択

 9・23 再審無罪を勝ち取る全国集会

主　催　袴田巖さんの再審無罪を求める実行委員会
アムネスティ・インターナショナル日本／日本国民救援会
日本プロボクシング協会袴田巖支援委員会／袴田巖さんの再審を求める会
袴田巖さんを救援する清水･静岡市民の会／袴田巖さんを救援する静岡県民の会
浜松･袴田巖さんを救う市民の会／無実の死刑囚･袴田巌さんを救う会

連  絡  先　 アムネスティ・インターナショナル日本　TEL : 03-3518-6777（若林）
　　　　　  日本国民救援会　TEL：03-5842-5842（瑞慶覧）

みなさん、袴田事件はもう終ったと思っていませんか？　 ３月２７日、静岡地裁から再審開始決定
と死刑及び拘置の執行停止決定が出され、袴田巖さんは解放されました。裁判所は、証拠が「ねつ
造されたものであるとの疑いは払拭されない」とまで指摘しています。しかし、静岡地検が即時抗告
したため、いまだに再審すら始まっていません。袴田巖さんは「確定死刑囚」のままです。８月の
三者協議では、検察がまたしても重要証拠を隠していたことが明るみに出ました。１日も早く袴田
巖さんが再審で無罪となるよう東京で集会を開きます。みなさまのご参加をお待ちしています！

 袴田事件は終わっていない！
～検察の証拠隠しを許さず即時抗告を取り下げさせよう！～
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◇袴田事件第２次再審請求の再審開始決定に対する即時抗告の棄却を求める要請書　　
９月２４日（水）、東京高等裁判所の大島隆明裁判長宛てに提出します。

連絡先：日本国民救援会（電話 5842-5842 瑞慶覧）

◇袴田巖さんの再審開始決定に対する即時抗告を取り下げるよう求めるネット署名
アムネスティ日本でとりまとめ、東京高等検察庁に届けます。

https://www.amnesty.or.jp/get-involved/action/hakamada_2014.html#form
問合せ先：アムネスティ日本（電話 03-3518-6777 若林）

＜交　通＞
・都営三田線・大江戸線「春日」駅A2出口から徒歩２分
・東京メトロ丸ノ内線「後楽園」駅4b出口から徒歩５分
・東京メトロ南北線「後楽園」駅６番出口から徒歩５分
・JR総武線「水道橋」駅東口から徒歩15分
・都バス（大塚駅・錦糸町駅・池袋駅東口・上野公園・　
　　　　　小滝橋発着―都02、都02乙、上60、 上69)
　　　　　「春日駅」下車 徒歩２分

袴田事件とは
　 1966年６月30日未明、静岡県清水市（現静岡市清水区）で、味噌会社専務一家４人が殺され
放火された事件。味噌会社の従業員だった袴田巖さんが元プロボクサーならやりかねないという
偏見から逮捕され、拷問をともなう長時間の取り調べにより、無理矢理「自白」させられまし
た。公判では一貫して無実を訴えましたが、1968年静岡地裁で死刑判決、1980年最高裁で死刑
が確定してしまいました。1981年再審請求、2008年最高裁が抗告を棄却したため、弁護団は第
２次再審請求を申し立てました。2014年3月27日、静岡地方裁判所（村山浩昭裁判長）から再審
開始決定が出されました。死刑の執行と拘置の停止も決定されたため、袴田巖さんは、獄中48年
目にして東京拘置所から解放されました。しかし、3月31日、静岡地方検察庁が東京高等裁判所
に即時抗告したため、再審は先延ばしになっている状態です。
　 袴田巖さんは、1980年の死刑確定後から精神のバランスを崩し、拘禁反応による妄想障害を
起こすようになってしまいました。解放された現在もこの妄想状態は続いており、回復には時間
がかかると思われます。

＜会場のご案内＞
　文京区民センター（地図上の☆印）
　　　文京区本郷４-１５-１４　
　　　電話０３-３８１４-６７３１


